
下
水
道
課
1
66
◆

1
1
3
8

都
市
計
画
の
変
更
案
を

縦
覧
し
ま
す

宝
飯
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更

案
を
縦
覧
し
ま
す
。

と　
き　
12
月
4
日
㈫
〜
18
日
㈫

（
た
だ
し
、
土
・
日
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30

分
と
こ
ろ　
下
水
道
課（
本
館
2
階
）

※
縦
覧
期
間
中
、
市
民
の
皆
さ
ん

お
よ
び
利
害
関
係
者
の
方
は
、

縦
覧
内
容
に
つ
い
て
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

商
工
観
光
課
1
66
◆

1
1
1
8

平
成
19
年
工
業
統
計
調

査
を
実
施
し
ま
す

12
月
31
日
現
在
で
、
製
造
業
を

営
む
事
業
所
を
対
象
に
工
業
統
計

調
査
を
実
施
す
る
た
め
、
12
月
か

ら
平
成
20
年
1
月
に
か
け
て
調
査

員
が
伺
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
の
行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎

資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
と
も

に
、
企
業
、
大
学
な
ど
で
の
研
究

資
料
、
小
・
中
・
高
等
学
校
の
教

材
な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

提
出
い
た
だ
く
調
査
票
は
、
統

計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な

記
入
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

家
屋
の
取
り
壊
し
や
土

地
の
地
目
を
変
更
し
た

と
き
は
ご
連
絡
を

土
地
・
家
屋
の
利
用
方
法
を
変

更
し
た
と
き
や
家
屋
を
取
り
壊
し

た
と
き
な
ど
は
、
12
月
21
日
㈮
ま

で
に
、
税
務
収
納
課
土
地
・
家
屋

担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

後
日
、
係
員
が
現
場
の
確
認
調

査
に
伺
い
ま
す
。

○
次
の
場
合
は
、
税
務
収
納
課
ま

で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

・
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地

目
）
を
変
更
し
た
と
き（
住
宅

用
地
を
畑
に
変
更
、
畑
を
駐
車

場
に
変
更
し
た
と
き
）

・
家
屋
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た

と
き（
店
舗
な
ど
を
住
居
用
建

物
に
変
更
、
住
居
用
建
物
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
店
舗
な
ど
に

変
更
し
た
と
き
）

・
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き

※
土
地
利
用
が
居
住
用
住
宅
・
非

住
居
用
住
宅
に
よ
り
税
額
の
算

出
方
法
が
異
な
り
、
住
居
用
住

宅
地
と
認
め
ら
れ
る
と
固
定
資

産
税
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

契
約
検
査
課
1
66
◆

1
1
7
8

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請（
指

名
願
）は
1
月
4
日
か
ら
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
受
け
付
け
ま
す

平
成
20
・
21
年
度
に
物
品
納
入

な
ど
の
入
札（
見
積
）に
参
加
し
よ

う
と
す
る
方
は
、
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請（
指
名
願
）の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
な
お
、
今
回
よ
り
あ

い
ち
電
子
調
達
共
同
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
た
受
付
と
な
り
ま
す
。

受
付
期
間　
平
成
20
年
1
月
4
日

㈮
〜
2
月
15
日
㈮（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
8
時
〜
午
後
8
時

受
付
方
法　
あ
い
ち
電
子
調
達
共

同
シ
ス
テ
ム（
物
品
）の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.bupp

in.e-aichi.jp/index.htm
l

）

用
意
す
る
も
の　
あ
い
ち
電
子
調

達
共
同
シ
ス
テ
ム
の
中
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
は
、
申
請
の
段
階
で
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
他　
平
成
19
年
の
定
時
受
付

で
平
成
19
・
20
年
度
の
申
請
を

済
ま
さ
れ
て
い
る
方
は
、
平
成

20
年
度
分
に
つ
い
て
は
有
効
で

す
が
、
平
成
21
年
度
分
は
あ
い

ち
電
子
調
達
共
同
シ
ス
テ
ム
の

利
用
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
契
約
検
査
課

市
民
課
1
66
◆

1
1
1
0

12
月
4
日
〜
10
日
は

人
権
週
間

育
て
よ
う　
一
人
ひ
と
り
の

人
権
意
識

日
ご
ろ
何
気
な
く
過
ご
し
て
い

る
日
常
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
他

人
の
人
権
を
侵
し
て
い
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
か
、
自
分
の
人
権
が

侵
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
な

ど
、改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

あなたのお近くにいる人権擁護委員
氏　名 住　　所 電　話 氏　名 住　　所 電　話

小 林 敏 弘 大塚町蔵屋敷48‒3 ☎59◆8135 白 川 節 子 竹谷町小山17 ☎68◆5310

鈴 木 博 子 三谷町須田5 ☎68◆4624 市川千恵子 拾石町五反田2‒8 ☎69◆2467

金 澤 佳 子 三谷町船町通37‒2 ☎69◆5936 壁 谷 隆 道 形原町三浦町19‒5 ☎57◆2373

榎 本　 保 宮成町5‒3 ☎69◆5395 櫻 間 雅 文 形原町東上野7 ☎57◆3263

松 井 慶 彦 丸山町6‒19 ☎68◆4778 牧 原 正 枝 西浦町南ケ坪54 ☎57◆2780

石 原 庸 隆 豊岡町長田7 ☎67◆5971

日
常
生
活
の
中
で
、
こ
れ
は
人

権
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感

じ
た
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
お

悩
み
の
方
は
、
人
権
相
談
所
ま
た

は
お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
に
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談

は
無
料
で
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

○
子
ど
も
に
対
す
る
い
じ
め
・
体

罰
・
不
登
校
問
題

○
女
性
に
対
す
る
差
別
・
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
ド
メ

ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス

○
お
年
寄
り
や
障
害
者
に
対
す
る

偏
見

○
家
庭
内
の
問
題

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た

人
権
侵
害

○
部
落
・
外
国
人
の
差
別
問
題

特設人権相談所
と　き ところ 相談員

12月1日（土）
午後1時～4時 東部市民センター 小 林 敏 弘

市 川 千 恵 子

12月5日（水）
午前10時～午後4時 市役所市民相談室 榎 本　 保

市 川 千 恵 子

12月8日（土）
午後1時～4時 浜町福祉センター 牧 原 正 枝

白 川 節 子
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